
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

参
照
条
文

公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

（
抄
）
［
改
正
後
］

（
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
）

第
十
五
条

都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
は
、
一
の
市
の
区
域
、
一
の
市
の
区
域
と
隣
接
す
る
町
村
の
区
域
を
合
わ
せ
た
区
域
又
は
隣
接

す
る
町
村
の
区
域
を
合
わ
せ
た
区
域
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
条
例
で
定
め
る
。

２

前
項
の
選
挙
区
は
、
そ
の
人
口
が
当
該
都
道
府
県
の
人
口
を
当
該
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
定
数
を
も
つ
て
除
し
て
得
た
数
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
議
員
一
人
当
た
り
の
人
口
」
と
い
う
。
）
の
半
数
以
上
に
な
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
の

市
の
区
域
の
人
口
が
議
員
一
人
当
た
り
の
人
口
の
半
数
に
達
し
な
い
と
き
は
、
隣
接
す
る
他
の
市
町
村
の
区
域
と
合
わ
せ
て
一
選
挙
区
を
設
け

る
も
の
と
す
る
。

３

一
の
市
の
区
域
の
人
口
が
議
員
一
人
当
た
り
の
人
口
の
半
数
以
上
で
あ
つ
て
も
議
員
一
人
当
た
り
の
人
口
に
達
し
な
い
と
き
は
、
隣
接
す
る

他
の
市
町
村
の
区
域
と
合
わ
せ
て
一
選
挙
区
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

一
の
町
村
の
区
域
の
人
口
が
議
員
一
人
当
た
り
の
人
口
の
半
数
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
町
村
の
区
域
を
も
つ
て
一
選
挙
区
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

５

一
の
市
町
村
（
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
区
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
域
が
二
以
上
の
衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
選
挙
区
に
属
す
る
区
域
に
分
か
れ
て
い
る
場
合
に
お
け

る
前
各
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
区
域
を
市
町
村
の
区
域
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

６

市
町
村
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
つ
き
、
条
例
で
選
挙
区
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
指
定

都
市
に
つ
い
て
は
、
区
の
区
域
を
も
つ
て
選
挙
区
と
す
る
。

７

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
選
挙
区
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
行
政
区
画
、
衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員

の
選
挙
区
、
地
勢
、
交
通
等
の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
合
理
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
の
数
は
、
人
口
に
比
例
し
て
、
条
例
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
お
お
む
ね
人
口
を
基
準
と
し
、
地
域
間
の
均
衡
を
考
慮
し
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

９

指
定
都
市
に
対
し
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
市
の
区
域
（
市
町
村
の
区
域
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
は
、

当
該
指
定
都
市
の
区
域
を
二
以
上
の
区
域
に
分
け
た
区
域
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
都
市
の
区
域
を
分
け
る
に
当
た
つ
て
は
、

第
五
項
の
場
合
を
除
き
、
区
の
区
域
を
分
割
し
な
い
も
の
と
す
る
。

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
に
関
し
必
要

10
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。



（
不
在
者
投
票
）

第
四
十
九
条

前
条
第
一
項
の
選
挙
人
の
投
票
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
四
十
二
条
第
一

項
た
だ
し
書
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
十
八
条
及
び
第
五
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

不
在
者
投
票
管
理
者
の
管
理
す
る
投
票
を
記
載
す
る
場
所
に
お
い
て
、
投
票
用
紙
に
投
票
の
記
載
を
し
、
こ
れ
を
封
筒
に
入
れ
て
不
在
者
投
票

管
理
者
に
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

選
挙
人
で
身
体
に
重
度
の
障
害
が
あ
る
も
の
（
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
身
体

障
害
者
、
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
戦
傷
病
者
又
は
介
護
保
険
法
（
平
成

九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
で
あ
る
も
の
で
、
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
の
投
票
に
つ
い
て
は
、

前
条
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
四
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
五

条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
十
八
条
及
び
第
五
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
現
在
す
る
場
所
に
お
い
て
投
票
用

紙
に
投
票
の
記
載
を
し
、
こ
れ
を
郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第

六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
、
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
法
第
三
条
第
四
号
に
規
定
す
る
外
国
信

書
便
事
業
者
に
よ
る
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
（
以
下
「
郵
便
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
送
付
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
選
挙
人
で
同
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
投
票
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
の
う
ち
自
ら
投
票
の
記
載
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と

し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
六
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
市
町
村
の
選
挙
管
理
委

員
会
の
委
員
長
に
届
け
出
た
者
（
選
挙
権
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
を
し
て
投
票
に
関
す
る
記
載
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

特
定
国
外
派
遣
組
織
に
属
す
る
選
挙
人
で
国
外
に
滞
在
す
る
も
の
の
う
ち
選
挙
の
当
日
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
と

見
込
ま
れ
る
も
の
の
投
票
に
つ
い
て
は
、
同
項
及
び
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
四
十
二
条
第
一
項
た

だ
し
書
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
十
八
条
及
び
第
五
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国

外
に
あ
る
不
在
者
投
票
管
理
者
の
管
理
す
る
投
票
を
記
載
す
る
場
所
に
お
い
て
、
投
票
用
紙
に
投
票
の
記
載
を
し
、
こ
れ
を
封
筒
に
入
れ
て
不

在
者
投
票
管
理
者
に
提
出
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
項
の
特
定
国
外
派
遣
組
織
と
は
、
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
国
外
に
派
遣
さ
れ
る
組
織
の
う
ち
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
組
織
で

あ
つ
て
、
当
該
組
織
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
投
票
が
適
正
に
実
施
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

を
い
う
。

一

当
該
組
織
の
長
が
当
該
組
織
の
運
営
に
つ
い
て
管
理
又
は
調
整
を
行
う
た
め
の
法
令
に
基
づ
く
権
限
を
有
す
る
こ
と
。

二

当
該
組
織
が
国
外
の
特
定
の
施
設
又
は
区
域
に
滞
在
し
て
い
る
こ
と
。

６

特
定
国
外
派
遣
組
織
と
な
る
組
織
を
国
外
に
派
遣
す
る
こ
と
を
定
め
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
国
外
に
派
遣
さ
れ
る
選
挙
人
（
特
定
国
外
派

遣
組
織
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
、
現
に
特
定
国
外
派
遣
組
織
が
滞
在
す
る
施
設
又
は
区
域
に
滞
在
し
て
い
る
も
の
は
、
こ
の
法
律
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
国
外
派
遣
組
織
に
属
す
る
選
挙
人
と
み
な
す
。

７

選
挙
人
で
船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
に
い
う
遠
洋
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
船
舶
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
総

務
省
令
で
定
め
る
船
舶
に
乗
つ
て
本
邦
以
外
の
区
域
を
航
海
す
る
船
員
（
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
船
員

を
い
う
。
）
で
あ
る
も
の
の
う
ち
選
挙
の
当
日
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
の
衆
議
院
議
員
の
総
選



挙
又
は
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
に
お
け
る
投
票
に
つ
い
て
は
、
同
項
及
び
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

第
四
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
十
八
条
及
び
第
五
十
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
不
在
者
投
票
管
理
者
の
管
理
す
る
場
所
に
お
い
て
、
総
務
省
令
で
定
め
る
投
票
送
信
用
紙
に
投
票
の
記
載
を
し
、
こ
れ
を

総
務
省
令
で
指
定
す
る
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
に
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
方
法
に
よ
り
、
行
わ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。

８

国
が
行
う
南
極
地
域
に
お
け
る
科
学
的
調
査
の
業
務
を
行
う
組
織
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
南
極
地
域
調
査
組
織
」
と
い
う
。
）
に
属
す

る
選
挙
人
（
南
極
地
域
調
査
組
織
に
同
行
す
る
選
挙
人
で
当
該
南
極
地
域
調
査
組
織
の
長
の
管
理
の
下
に
南
極
地
域
に
お
け
る
活
動
を
行
う
も

の
を
含
む
。
）
で
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
又
は
船
舶
に
滞
在
す
る
も
の
の
う
ち
選
挙
の
当
日
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す

る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
の
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
又
は
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
に
お
け
る
投
票
に
つ
い
て
は
、
同
項
及
び
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
ほ
か
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
四
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
、
第
四
十
六
条
第
一
項
か
ら
第

三
項
ま
で
、
第
四
十
八
条
及
び
第
五
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
滞
在
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
又
は
船
舶
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
所
に
お
い
て
、
総
務
省
令
で
定
め
る
投
票
送
信
用
紙
に
投
票
の
記
載
を
し
、
こ
れ
を
総
務
省
令
で
指
定
す
る
市

町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
に
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
を
用
い
て
送
信
す
る
方
法
に
よ
り
、
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

南
極
地
域
に
あ
る
当
該
科
学
的
調
査
の
業
務
の
用
に
供
さ
れ
る
施
設
で
国
が
設
置
す
る
も
の

不
在
者
投
票
管
理
者
の
管
理
す
る
場
所

二

本
邦
と
前
号
に
掲
げ
る
施
設
と
の
間
に
お
い
て
南
極
地
域
調
査
組
織
を
輸
送
す
る
船
舶
で
前
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

こ
の
項
に

規
定
す
る
方
法
に
よ
る
投
票
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
不
在
者
投
票
管
理
者
が
当
該
船
舶
の
船
長
の
許
可
を
得
た
場
所

９

不
在
者
投
票
管
理
者
は
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
選
定
し
た
者
を
投
票
に
立
ち
会
わ
せ
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
不
在
者
投

票
の
公
正
な
実
施
の
確
保
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
務
員
の
立
候
補
制
限
）

第
八
十
九
条

国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
公
務
員
又
は
特
定
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第

二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平

成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
役
員
若
し
く
は
職
員
は
、

在
職
中
、
公
職
の
候
補
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
公
務
員
（
特
定
独
立
行
政
法
人
又
は
特
定
地
方
独
立
行

政
法
人
の
役
員
及
び
職
員
を
含
む
。
次
条
及
び
第
百
三
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
、
内
閣
官
房
副
長
官
、
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
、
副
大
臣
及
び
大
臣
政
務
官

二

技
術
者
、
監
督
者
及
び
行
政
事
務
を
担
当
す
る
者
以
外
の
者
で
、
政
令
で
指
定
す
る
も
の

三

専
務
と
し
て
委
員
、
顧
問
、
参
与
、
嘱
託
員
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
職
に
あ
る
者
で
臨
時
又
は
非
常
勤
の
も
の
に
つ
き
、
政
令
で
指
定

す
る
も
の

四

消
防
団
長
そ
の
他
の
消
防
団
員
（
常
勤
の
者
を
除
く
。
）
及
び
水
防
団
長
そ
の
他
の
水
防
団
員
（
常
勤
の
者
を
除
く
。
）

五

地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
八
十
九
号
）
第
三
条
第
四
号
に
規
定
す
る
職
員
で
、
政
令

で
指
定
す
る
も
の

２

衆
議
院
議
員
の
任
期
満
了
に
よ
る
総
選
挙
又
は
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院



議
員
は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
在
職
中
そ
の
選
挙
に
お
け
る
公
職
の
候
補
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
地
方
公
共
団
体
の
議
会

の
議
員
又
は
長
の
任
期
満
了
に
よ
る
選
挙
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
当
該
議
員
又
は
長
が
そ
の
選
挙
に
お
け
る
公
職
の
候
補
者
と
な
る
場
合

も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。

３

第
一
項
本
文
の
規
定
は
、
同
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
者
並
び
に
前
項
に
規
定
す
る
者
が
そ
の
職
に
伴
い
兼
ね

て
い
る
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
公
務
員
又
は
特
定
独
立
行
政
法
人
若
し
く
は
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
役
員
若
し
く
は
職
員
た
る
地

位
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

（
指
定
都
市
に
対
す
る
本
法
の
適
用
関
係
）

第
二
百
六
十
九
条

衆
議
院
議
員
、
参
議
院
議
員
、
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
並
び
に
指
定
都
市
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙

に
関
し
て
こ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
す
る
に
つ
い
て
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
市
に
お
い
て
は
、
区
を
市
と
み
な
し
、
区
の

選
挙
管
理
委
員
会
及
び
選
挙
管
理
委
員
を
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
及
び
選
挙
管
理
委
員
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
二
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
資
格
を
有
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
資
格
を
有
し
、
か
つ
、
そ
の
日
に
お
い
て
当
該
区
の
区
長
が
作
成

す
る
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
者
」
と
す
る
。

（
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
の
特
例
）

第
二
百
七
十
一
条

第
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
十
五
条
の
二
第
三
項
中
郡
と
あ
る
の
は
、
都
に
お
い
て
は
支
庁
の
所
管
区
域
を

含
み
、
道
に
お
い
て
は
支
庁
の
所
管
区
域
と
す
る
。

２

昭
和
四
十
一
年
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て
設
け
ら
れ
て
い
る
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
に
つ
い
て
は
、
当
該
区
域
の
人
口
が
当
該

都
道
府
県
の
人
口
を
当
該
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
定
数
を
も
つ
て
除
し
て
得
た
数
の
半
数
に
達
し
な
く
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
当
分

の
間
、
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
条
例
で
当
該
区
域
を
も
つ
て
一
選
挙
区
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
一
部
無
効
に
因
る
再
選
挙
の
特
例
）

第
二
百
七
十
一
条
の
二

選
挙
の
一
部
無
効
に
因
る
再
選
挙
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
に
特
別
の
規
定
が
あ
る
も
の
を
除
く
外
、
当
該
再
選
挙
の

行
わ
れ
る
区
域
、
選
挙
運
動
の
期
間
等
に
応
じ
て
政
令
で
特
別
の
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

市
町
村
の
合
併
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
（
抄
）

［
改
正
後
］

（
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
に
関
す
る
特
例
）

第
二
十
一
条

市
町
村
の
合
併
に
際
し
て
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
は
、
公
職
選
挙
法
第

十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
の
合
併
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
次
の
一
般

選
挙
に
よ
り
選
挙
さ
れ
る
当
該
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
任
期
が
終
わ
る
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
な
お
従
前
の
選
挙
区
に
よ
る
こ
と
と
し
、



又
は
合
併
市
町
村
の
区
域
が
従
前
属
し
て
い
た
選
挙
区
の
区
域
（
指
定
都
市
で
あ
る
合
併
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
指
定
都
市
で
あ
っ
た
合
併
関

係
市
町
村
以
外
の
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を
含
む
こ
と
と
な
る
当
該
合
併
市
町
村
の
区
の
区
域
が
従
前
属
し
て
い
た
選
挙

区
の
区
域
及
び
そ
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
が
当
該
区
の
区
域
に
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
が
従
前
属
し
て
い
た
選
挙

区
の
区
域
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
合
わ
せ
て
一
選
挙
区
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
合
併
市
町
村
の
区
域
が
従
前
属
し
て
い
た
選
挙
区
の
区
域
を
合
わ
せ
て
一
選
挙
区
を
設
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
選

挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
数
は
、
公
職
選
挙
法
第
十
五
条
第
八
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
条
例
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
従
前
の
選
挙
区
が
存
続
す
る
も
の
と
み
な
し
て
配
分
し
た
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
数
の
合
計
数
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
選
挙
区
に
よ
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
公
職
選
挙
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

選
挙
区
の
区
域
に
よ
り
市
町
村
の
区
域
を
分
け
て
数
開
票
区
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
九
十
条

都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
定
数
は
、
条
例
で
定
め
る
。

②

前
項
の
規
定
に
よ
る
議
員
の
定
数
の
変
更
は
、
一
般
選
挙
の
場
合
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

③

第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
よ
り
、
著
し
く
人
口
の
増
加
が
あ
つ
た
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

議
員
の
任
期
中
に
お
い
て
も
、
議
員
の
定
数
を
増
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④

第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
の
設
置
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
区
域
の
全
部
が
当
該
新
た
に
設
置
さ
れ
る

都
道
府
県
の
区
域
の
一
部
と
な
る
都
道
府
県(
以
下
本
条
に
お
い
て
「
設
置
関
係
都
道
府
県
」
と
い
う
。)

は
、
そ
の
協
議
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ

め
、
新
た
に
設
置
さ
れ
る
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
定
数
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑤

前
項
の
規
定
に
よ
り
新
た
に
設
置
さ
れ
る
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
定
数
を
定
め
た
と
き
は
、
設
置
関
係
都
道
府
県
は
、
直
ち
に
当
該
定

数
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑥

前
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
新
た
に
設
置
さ
れ
る
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
定
数
は
、
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
当
該
都
道
府
県
の

条
例
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

⑦

第
四
項
の
協
議
に
つ
い
て
は
、
設
置
関
係
都
道
府
県
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


